
令和６年度長野県障がい者スポーツ 

指導者協議会総会議事録 

 

日 時  令和６年(２０２４年)５月１１日（土）１４時から 

場 所  長野県障がい者福祉センター サンアップル ２０４会議室（長野市下駒沢）  

出席者  篠原利典、宮澤徹、佐々木正雄、小坂利雄、小林春次郎、田口真紀、佐藤志郎、関本武人、高久

義行、佐藤久代、赤尾正洋、遠藤由紀子、半田直道、緑川正彦 

欠席者  伊藤栄隆、福村英俊、齊藤茂、中田一雄、堀内雅文、北村淳子、清水久美子、永原龍一 

                                              

 

１．開  会 

 

２．あいさつ  篠原会長 

 

３．会議事項 

・定足数 

役員総会会出席役員が10名、委任状提出者が5名であり、長野県障がい者スポーツ指導者協議会規約第16条の規定

による、役員総数21名に対して過半数以上となっており、総会が成立する旨報告されました。 

 

・議長の選出 

長野県障がい者スポーツ指導者協議会規約第15条第２項の規定により、総会の議長は会長が務めるとなってお

り、篠原利典会長が議長に就任しました。 

 

（１）令和５年度事業報告について、  

   令和５年度事業報告について、事務局から説明がありました。 

   

（２）令和５年度決算報告、監査報告について 

   令和５年度決算報告について、事務局から説明があり、監事から、「令和５年度業務執行及び会計状

況について諸帳簿及び証拠書類を監査した結果、適正に処理されていたことを認める。」と報告があり

ました。 

   以上、質疑意見等なく、異議なく承認されました。 

  

中信地区副会長から、2025年度開催のデフリンピックに向けて、指導者協議会としての対応につい

てはいかがか、事務局から、現在、デフ協会、長野県聴覚障害者協会、長野県及び日パラ等から具体

的な打診等がない説明がありました。 

 

（３）令和６年度事業計画（案）について 

  令和６年度事業計画（案）について、事務局から説明がありました。 

    中信地区副会長、監査から、「重点事業２」：情報発信、会員の情報提供の充実について、ＳＮ 

   Ｓを介した情報発信は効果があるので整備をお願いしたい、整備の際は、事務局及び各地区との情報 

共有など連携をもってあたることと指摘があり、事務局からはホームページ、インスタ等の開設につ

いては、詳しい者を介し実施する旨の説明がありました。 



 監査及び委員から、「その他事業」障がい者スポーツ指導員の受講後の「県障スポや強化練習への

参加義務付け」について、「義務付け」については、参加をもって指導員資格の取得とはならないの

で、表現の義務は不適切と意見がある一方、取得者の大会及び研修会の参加については事務局から情

報提供を密にするなど資格取得後の新規指導者には配慮すべきとの意見をいただきました。 

（４）令和６年度収支予算（案）について 

  令和６年度収支予算（案）について、事務局から説明がありました。 

  監査から、令和５年度について未執行項目があったので令和６年度については適正な執行管理をす 

るように、との指摘があり、事務局から、適正な執行に努める旨の回答がありました。 

 中信地区副会長より、「情報提供費」について、ホームページの開設等には料金がかかるので留意

するようとのご指摘がありました。事務局から、適正な執行に努める旨の回答がありました。 

 理学療法士の指導員取得は中級の取得ができる。理学療法士会との連携を図り、2028年長野県大会

開催に向け協力体制を図ってはいかがか。事務局から、理学療法士との連携は不可欠と思っている連

絡を取り連携を密にしたいと回答ありました。 

 南信地区事務局長から、パラスポーツ指導者の初、中、上各指導員資格について、相互理解と各級

の役割について明確にしていく必要があると思う。事務局から、講習会において初級取得者への説明

をしたい回答がありました。 

 ５月６月に、県保健福祉事務所単位で行われている地区障がい者スポーツ大会について、指導員の

派遣状況について状況共有ありました。各地区から状況報告がありました。 

 

以上、他に質疑意見等なく、異議なく承認されました。 

 

 （５）役員改選について 

    改選となる役員について、会長職、篠原氏の退任に伴い、後任に宮澤北信地区会長が就任、東信地

区所属副会長に東信地区会長に就任された、佐々木氏が就任、幹事佐々木氏の退任に伴い、後任に酒

井雅木氏が就任の事務局からの提案がありました。 

    質問意見なく、異議なく承認されました。 

   

  以上をもって会議事項について承認がなされました。 

 

 (６) その他事項について、 

   ・「障害者スポーツ指導員の今後の在り方について」事務局から説明ありました。 

   ・「北信越ブロック障がい者スポーツ指導者協議会役員選出について」事務局から説明がありまし 

た。令和６年度から４年間長野県が幹事県、及びブロック会長を務めることになります。 

長野県会長（宮澤氏）が兼務となります、また、指導部として関本各地区事務局長（東信地区）、 

研修部として高久各地区事務局長（南信）、情報部として半田直道職員、トレーナー部長として半田 

秀一氏の継続について説明がありました。 

 合わせて、６月２２日（土）北信越ブロック協議会総会の開催の連絡がありました。 

 役員からは、２０２８年全国障がい者スポーツ大会長野県大会との兼ね合いについて協議が必要と 

御指摘がありました、事務局からは、話し合いの場を設ける旨の回答がありました。 

 

最後に事務局から、以上をもって令和６年度長野県障がい者スポーツ指導者協議会総会の会議事項が

全て終了した旨を述べ、16時閉会しました。 


